


河川整備計画策定にあたっての河川管理者のスタンス 

 

 

 今後、河川整備計画作成作業を進めるにあたって、河川管理者として以下に示す方

針で取り組みます。 

 

 

○ 河川整備計画に位置づける整備内容については、可能な限り整備順序や目標年次

を記述します。 

 

○ 個々の整備内容について明示した整備シートの作成に取り組みます。 

 

○ 今後、環境、治水、利水などの分野毎の整理だけではなく、たとえば、地域とい

う視点で評価する等、横断的なメニューの整理について工夫する考えです。 

 

○ 原案の中に「検討する」と記載している事項については、河川整備計画策定まで

にできる限り具体化する考えです。 

 

○ 自分にとっていかなる関わりがあるか等をわかるようにするなど、できるだけわ

かりやすい資料を作成し、丁寧に説明します。 

 

○ 学識経験者からの意見聴取については、流域委員会委員に専門的知識をもとに意

見（専門分野から見た原案の妥当性、解決策等）を述べていただくことをお願いし

ます（専門以外の分野に関するコメントを排除するものではありません。）。 

 

○ 関係住民からの意見聴取については、説明会等にお出でいただいている方だけで

なく、上下流にわたりほぼすべての住民がより良い川づくりに関心を持ち、より一層

理解が深まるよう、ホームページによる情報提供に限らず、さまざまな方法による

徹底した情報提供と意見聴取を行い、透明性、客観性を確保します。 

 

○ 関係自治体の長からの意見聴取についても、これから河川整備計画の策定という

具体の事業等を決定するプロセスに入っていくこともあり、地域の安全の確保、地

域の振興、良好な環境の創出・保全に責任のある自治体の長の意見を十分尊重し、

地域全体の合意形成を図っていきます。 
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淀川水系の河川整備の現状と治水対策の基本的な考え方

○人口、資産が高度に集積している大阪平野をはじめとした淀川沿川の平野部は

堤防で守られており、一旦破堤すれば壊滅的な被害が発生する。

○破堤による壊滅的な被害は極力回避したいが、絶対に壊れない堤防を築造する

ことはできない。

○このため、確実に効果が得られる対策として、洪水調節施設により同じ降雨で

も河川に流れ出す量を減らす方策や、河道を大きくして同じ洪水でも低い水位

で流下させる方策により洪水時の水位を下げ、堤防への負荷を少なくし破堤に

よる壊滅的な被害をできる限り回避することが治水の基本的な考え方である。

このことは、万一破堤した場合でも氾濫量を少なくし氾濫被害を軽減すること

にもつながる。

○淀川では、これまで工事実施基本計画に基づき７つのダムを整備するとともに、

流域の中でも特に人口・資産が集積している下流側から集中的に河川整備を実

施してきており、この結果、淀川本川は現況で計画規模の洪水が発生した場合、

中上流部で氾濫が生じることもあり計画高水位以下で洪水を流下させることが

できるところまで安全度が向上している。

○この間、河川整備をほとんど行うことができなかった中上流部の改修について、

淀川水系全体の安全度の向上を図る観点から、いよいよ着手するタイミングと

なっている。

○この際、淀川本川における現況の安全度を堅持するため、中上流部の改修とあ

わせて、これによる下流流量増分を低減する効果を有する、大戸川ダム、天ヶ

瀬ダム再開発、川上ダム等の洪水調節施設の整備を行うこととしている。

○一方、洪水規模にかかわらず河川の堤防はより丈夫なほうが良いのは当然であ

ることから、少しでも堤防が丈夫になるような工夫を可能な限り取り組んでい

く必要がある。

○淀川水系では、浸透、侵食対策として全川にわたる堤防補強を整備計画期間中

に完成させることとしており、さらに、本川では高規格堤防の整備も推進する

こととしている。また、その他の区間でも堤防が少しでも丈夫になるよう堤防

天端の舗装、裏法対策等、様々な工夫を行っていくこととしている。

○併せて、万が一破堤した場合においても被害をできる限り最小化するよう、洪

水予報の充実や、住民、自治体等の関係機関と連携した危機管理体制の構築等

のソフト対策を更に進めていくこととしている。
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ダムの効果について

○ダムは、ダム直下流から河口までの非常に長い区間にわたって水位を低下させ

る。（Ｐ８～９）

○ダムは、洪水規模がかなり大きくなってもある程度までは効果を発揮する。

（Ｐ１０～１１）

○ダムは、降雨パターンが様々変化しても効果を発揮する。（Ｐ１２～１３）

○計画規模の洪水に対する淀川本川での大戸川ダムの効果である１７ｃｍの水位

低減効果は決して少ないものではない。

・淀川水系河川整備基本方針においては枚方地点の基本高水ピーク流量をダム

等により5000m3/s調節することとしている。この内、大戸川ダムで400m3/s、

川上ダムで400m3/sの流量調節を行うこととしており、大戸川ダム、川上ダ

ムの効果は決して少なくない。

○淀川水系全体で大量の洪水を貯留することができる。

・淀川の現行７ダムにおける洪水調節容量の合計は約１億１０００万ｍ３。こ

れは淀川における計画規模の降雨による総流出量およそ７億ｍ３の約１６％

に相当する。さらに大戸川ダム、川上ダムを整備すれば洪水調節容量の合計

は約１億４０００万ｍ３となり総流出量の約２０％を貯留することができる

ようになる。

・この淀川９ダムの洪水調節容量の合計１億４０００万ｍ３は淀川本川左岸の

氾濫域（約２４０ｋｍ2）において約６０ｃｍ分の浸水深に相当する。
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整備計画の効果について

○超過洪水でも、洪水調節施設を整備すれば貯留量が増え、河道掘削を行った場

合も河道内で流れる洪水の量が多くなるため、一般には整備後のほうが被害額、

氾濫量は少なくなる。

○洪水の規模が大きくなると整備前後で氾濫被害はほとんど変わらなくなる。洪

水のパターンや規模によっては氾濫箇所が変わる等により整備後のほうが被害が

大きくなることもあるが、このような規模の大きな洪水は発生する確率は低い。
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河川環境の保全と再生についての考え方 

 

・  淀川水系においては、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利

用が淀川水系や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、

「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、活動できる。」との考え方

のもと、これからの河川の整備と管理の取り組みを転換しなければならないと

考えています。 

・  そのため、川や湖の持つ自然の変化を尊重し、水・生物・人を含めた総体を

捉え、その多様な価値を活かすために、自然環境の保全と再生、治水・利水・

河川空間利用という多目的なニーズに応える総合的な判断に基づく河川整備

を行うことを基本的な考え方とします。 

・  現状では、河川における人為的改変や自然的攪乱に対する環境の応答が

科学的に十分解明されておらず、影響予測が不確実な面があります。また、

河川環境のために留意すべき事項が明らかになっているものもありますが、

事業手法を検討するために必要な過去のデータが不足していることや、環境

への影響を回避・低減するための計画や設計に関する知見の蓄積が十分で

はなく技術的に確立していない面もあります。 

・  こうした現状のもと、河川環境の保全と再生に当たっては、できるだけ客観

的に河川環境の変化を評価できるように努め、その下で施策を検討し、実践

していくことが必要だと考えています。 

・  河川環境の保全と再生を図る取り組みや治水、利水のために行う河川整

備については、事業実施前後にモニタリングを実施し、生物の生息・生育・繁

殖環境に関する予測・評価を行い、工事の実施内容等を検討した上で、さまざ

まな試行的取り組みを交えながら事業を実施するとともに、５年、１０年といっ

た年限を区切って適宜適切に河川と流域の状況を把握し、河川整備の内容を

見直すなど事業の効果・影響を把握しながら改善するため順応的管理を導入

します。 
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水需要の抑制に向けての考え方 

 

・  河川から多くの水を取水し利用することは、河川の水量を減らし、河川に依

存する生物の生息・生育環境に対して負荷を与えることにつながります。琵琶

湖の水位低下を緩和し、河川の豊かな流れを回復していくためには、節水や

再利用等により水需要を抑制し、実際の「取水量」を減らすことが必要です。 

・  取水量が、水利権量に対して長期的・安定的に少ない状況で推移したなら

ば、「水利権」の見直しにつながります。 

河川管理者としては、利水者の水需要（水利用実績、水需要予測等）を適

切な機会を捉まえて精査し、その結果に基づいて適切に水利権の見直しを行

っていきます。 

・  一方、水源は各利水者が費用負担して確保してきた利水者の財産です。こ

のため、水利権が見直された場合にも、水源の保有については、将来の需要

量（将来の計画や節水等による増減）や利水安全度を見極めて、まずは、利

水者が検討することになります。 

・  現時点において水需要は一時的に減少しているものの、少雨傾向や、今後

地球温暖化により渇水の頻発が懸念されること等も踏まえれば、河川管理者

として直ちに利水者に転用を強く求めることは適切ではないと考えています。 
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